
     平成25年度一般財団法人鷹野学術振興財団奨学生募集要項 

 

１．趣  旨 

一般財団法人鷹野学術振興財団は、チャレンジ精神に富み、学業優秀者でかつ品行方正である学生 

のうち、科学技術関係の学部に学ぶ大学生及び大学院生に対して奨学金を給付することにより有為の

人材を育成することを目的とします。 

２．募集期間   

平成２５年８月１日から平成２５年９月３０日まで  

３．対 象 者 

     国内の大学の大学生ならびに大学院生で科学技術関係 (電気電子工学、光学関連、画像処理関連、 

機械工学、物理学、情報工学、材料工学、化学関連、医工関連、健康･福祉関連、環境･エネルギー関 

連、農学･機能性食品等) を専攻されている学生のうち平成25年4月1日現在大学に在籍或いは大学 

院修士課程の1年次の学生で、長野県内の製造業に就職を希望する方。 

４．奨学金額   

年間 ６０ 万円 (返済不要) 

但し、他の奨学金との併給は原則として認めません。 

５．募集定員   

若干名 

６．給付期間   

一年間 

７．給付の方法  

奨学金は原則として、6月、12月 に 各３０万円 を直接本人に給付します。 

    (本人名義の銀行等の預金口座に入金します) 

８．奨学金の休止、停止または廃止事由 

   (1) 退学したとき。 

   (2) 奨学生が休学し、または長期にわたって欠席したとき。 

   (3) 奨学生が原級にとどまったとき、または卒業延期の恐れが生じたとき。 

   (4) 傷い、疾病などのため卒業の見込みがなくなったとき。 

  (5) 奨学生の学業成績または性行が不良となったとき。 

   (6) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。 

   (7) 本財団が指定する義務を怠ったとき。 

   (8) その他奨学生として適当でない理由が生じたとき。 

９．手  続  

   (1) 提出書類 

  ［1］奨学生願書 (本財団指定用紙を使用)  



  ［2］出身高等学校の調査書または大学の成績証明書 

  ［3］推薦書 

  ［4］学校の在学証明書 

  ［5］調査のためのレポート 

     大学(院)での研究内容とそれをどう社会へ活かしていきたいか 

(2)提出方法 

    本人が書類を揃えて、大学事務局を通じて本財団宛郵送すること。 

    (3)提出期限  

    平成２５年９月３０日(月) ( 9月30日消印有効 ) 

   (4)提出先  ( 連絡先 ) 

         399-4301 長野県上伊那郡宮田村137 

         一般財団法人鷹野学術振興財団 事務局 

10.奨学生の決定 

     (1)奨学生の決定は、本財団の奨学生選考委員会で選考のうえ決定し、その結果を本人に通知します。 

     (2)選考の経過および決定の理由は公表しません。 

11.奨学生の義務 

     (1)奨学生は、以下の書類を所定の時期に当財団へ提出しなければなりません。 

   ［1］毎学年終了時：「学業成績証明書」「在学証明書」「１年間の就学に関する作文」 

   ［2］卒業時：「学業成績証明書」「卒業証明書(写)」「卒業後の抱負を述べた作文」「卒業後の進路」 

   (2)その他、当財団が報告を求めたときには、速やかにこれに応じなければなりません。 

12.個人情報の取扱い 

      当財団がこの奨学金申請により取得する個人情報は、選考作業および採用後に発生する奨学金業務 

に必要な範囲に限定して使用致します。 

 

以上 

 

 

 【問い合せ先】 

本件に関する問合せ受付は電子メールのみとさせていただきます。   

問合せメールアドレス toeda@takano-net.co.jp 

    一般財団法人鷹野学術振興財団 事務局 宛 

  ○ホームページアドレス http://takano-zaidan.jimdo.com/ 

 


